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独立行政法人科学技術振興機構の業務方法書の変更について 

 

 

科学技術振興機構部会における審議の結果、平成２６年２月４日付で、別紙

の業務方法書の変更については意見が無い旨議決されましたので、文部科学省

独立行政法人評価委員会科学技術･学術分科会運営規則第２条第２項及び第３

項の規定に基づき、御報告いたします｡ 

 

資料５－２ 



平成 26 年２月 18 日 
 

独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ） 業務方法書の変更について（報告） 
 
業務方法書（平成15年10月１日 文部科学大臣認可）の一部を次のように改正したい。 
 
 １． 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の

効率的推進に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する

法律」（平成25年法律第99号）の施行に伴う変更 
 

第９章の次に次の第10章を加える。 
       第10章 出資並びに人的及び技術的援助の方法 
   第 20 条 機構は、機構の研究開発成果を事業活動において活用しようとする者のう

ち適当であると認められるものに対し、金銭若しくは機構の所有する特許権等若し

くは設備を出資し、又は人的若しくは技術的援助を実施することができる。 
   ２ 機構は、前項の出資により取得した株式を処分することが適当であると認められ

るときは、その全部又は一部を処分することができる。 
 
   【事業概要】 

JSTの研究開発成果を実用化する事業を行うベンチャー企業の設立・増資に際して、

JST が出資、又は人的・技術的援助を実施することにより、当該企業の事業活動を通

じて研究開発成果の実用化を促進する。 

 
 ２． 平成２５年度補正予算（第１号）案に伴う変更 

 
第12章を第13章とし、第13章の次に次の第14章を加える。 
   第14章 その他機構の業務の執行に関して必要な事項 

（革新的新技術研究開発業務） 

第28条 機構は、国から交付される補助金により設けられた基金により、将来の社会

や産業のあり方に大きな変革をもたらす革新的な新技術の創出に係る研究開発を

行うものとする。 

２ 業務の実施に必要な事項については、別に定めるところによる。 

 
  【事業概要】 

将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な新技術の創出を集中的

に推進するため、JST は国から交付される補助金により基金を設け、総合科学技術会

議が策定する方針の下、実現すれば産業や社会のあり方に大きな変革をもたらす科学技

術イノベーションの創出を目指し、革新的な新技術の創出に係る研究開発を推進する。 

 
※本項目は、JST 法改正法が成立・施行後、関係行政機関の長に協議するとともに総

合科学技術会議の意見を聴く必要がある。 
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独立行政法人科学技術振興機構の業務方法書 新旧対照表 

独立行政法人名 独立行政法人科学技術振興機構                                        主務府省名  文部科学省 

改定項目 業務方法書 変更案 業務方法書（平成 19 年 3月 30 日改正） 
 
 
 
 
 
 
新章の追加 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第１章 総則（略） 
 
 

第９章 知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進の方法（略） 
 
 

第 10 章 出資並びに人的及び技術的援助の方法 
第 20 条 機構は、機構の研究開発成果を事業活動において活用しようと

する者のうち適当であると認められるものに対し、金銭若しくは機構の

所有する特許権等若しくは設備を出資し、又は人的若しくは技術的援助

を実施することができる。 
２ 機構は、前項の出資により取得した株式を処分することが適当である

と認められるときは、その全部又は一部を処分することができる。 
 

第 11 章 附帯業務 
第 21 条 機構は、第５条から第 20 条までに定める業務に附帯する業務を

行うことができる。 
 

第 12 章 業務の委託及び受託の基準 
（業務の委託） 

第 22 条 機構は、自ら実施することが効率的でないと認められる業務の

実施を他に委託することができる。 

第１章 総則（略） 
（変更なし） 
 
第９章 知識の普及並びに国民の関心及び理解の増進の方法（略） 

 
 
（追加） 

 
 
 
 
 
 
 
第10章 附帯業務 

第20条 機構は、第５条から第19条までに定める業務に附帯する業務を

行うことができる。 

 

第11章 業務の委託及び受託の基準 
（業務の委託） 

第21条 機構は、自ら実施することが効率的でないと認められる業務の

実施を他に委託することができる。 
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（業務委託契約） 
第 23 条 機構は、業務の実施を委託しようとするときは、受託者と業務

委託契約を締結するものとする。 
２ 契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。 
（研究開発等を委託した場合の特許権等の取扱い） 

第 24 条 機構は、研究開発等を委託した場合においては、別に定めると

ころにより、当該研究開発等の成果に係る特許権等を、受託者から譲り

受けないことができる。 
（業務の受託） 
第 25 条 機構は、依頼に応じて、業務の実施を受託することができる。 
（業務受託契約） 

第 26 条 機構は、業務の実施を受託しようとするときは、委託者と業務

受託契約を締結するものとする。 
２ 契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。 
 

第 13 章 競争入札その他契約に関する基本的事項 
（契約方式） 
第 27 条 機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合におい

ては、原則として、すべて公告して申し込みをさせることにより競争に

付すものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、

予定価格が少額である場合その他規定で定める場合は、指名競争又は随

意契約によることができるものとする。 
 
 

第14章 その他機構の業務の執行に関して必要な事項 
（革新的新技術研究開発業務） 

（業務委託契約） 

第22条 機構は、業務の実施を委託しようとするときは、受託者と業務

委託契約を締結するものとする。 

２ 契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。 

（研究開発等を委託した場合の特許権等の取扱い） 

第23条 機構は、研究開発等を委託した場合においては、別に定めると

ころにより、当該研究開発等の成果に係る特許権等を、受託者から譲

り受けないことができる。 

（業務の受託） 

第24条 機構は、依頼に応じて、業務の実施を受託することができる。 

（業務受託契約） 

第25条 機構は、業務の実施を受託しようとするときは、委託者と業務

受託契約を締結するものとする。 

２ 契約の内容その他必要な事項は、別に定めるところによる。 

 

第12章 競争入札その他契約に関する基本的事項 
（契約方式） 

第26条 機構は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合におい

ては、原則として、すべて公告して申し込みをさせることにより競争

に付すものとする。ただし、契約の性質又は目的が競争を許さない場

合、予定価格が少額である場合その他規定で定める場合は、指名競争

又は随意契約によることができるものとする。 

 

 

（追加） 
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新章の追加 

第28条 機構は、国から交付される補助金により設けられた基金により、

将来の社会や産業のあり方に大きな変革をもたらす革新的な新技術の

創出にかかる研究開発を行うものとする。 

２ 業務の実施に必要な事項については、別に定めるところによる。 

 

附 則 
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日（平成 15 年 10 月１

日）から施行する。 
附 則（平成 19 年３月 30 日） 
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日（平成 19 年３月

30 日）から施行する。 
附 則（平成 26 年○月●日） 
この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日（平成 26 年○月

●日）から施行する。 

 

 

 

 

 

附 則 

この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日（平成15年10月１

日）から施行する。 
附 則（平成19年３月30日） 

この業務方法書は、文部科学大臣の認可のあった日（平成19年３月30
日）から施行する。 

（追加） 

 

    
 


